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平成３１年 第１回米子市教育委員会定例会会議録 

 

日 時   平成３１年１月２９日（火）午前１０時 

 

場 所   教育委員会室 

 

出席した教育委員会教育長及び委員の氏名 

      浦 林   実（教育長） 

金 山 正 義 

      上 森 英 史 

荒 川 陽 子 

杵 村 由紀子 

説明のため出席した職員の職氏名 

事務局長兼教育総務課長     松 下   強 

次長兼学校教育課長       金 川 朋 史 

生涯学習課長          片 岡 忠 紀 

図書館長            菅 原   朗 

学校給食課長          山 中 敦 子 

主査兼教育総務課教育企画室長  松 浦 俊 介 

教育総務課主幹         足 立 卓 哉 

傍聴者 なし 

 

議事日程           平成３１年１月２９日 午前１０時開議 

 第１ 会議録署名委員の指名 

第２ 前回会議録の承認 

 第３ 教育長の報告 

第４ 議 事 

議案第１号 県費負担教職員の懲戒処分の内申について（撤回） 

第５ その他 

 

開 会    午前１０時 

浦林教育長 ただいまから、平成３１年第１回米子市教育委員会定例会を開会いた

します。 

 

１ 会議録署名委員の指名 

浦林教育長 それでは、日程第１ 会議録署名委員の指名を行います。 
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       会議録署名委員に荒川委員を指名いたします。 

 

２ 前回会議録の承認 

 浦林教育長 次に、日程第２ 前回の会議の会議録の承認について、前回の会議の

概要を事務局から報告をお願いします。 

 

松下局長  前回の会議は、１２月２０日に開催され、議案第４６号「平成３０年

度末米子市立小・中学校教職員人事異動方針について」をご審議いただ

き、原案のとおりご承認いただきました。 

また、報告第４号「史跡米子城跡整備基本計画について」をご報告い

ただきました。以上です。 

 

浦林教育長 前回の会議の会議録を承認いたします。 

 

３ 教育長の報告 

浦林教育長 次に、日程第３ 教育長の報告について、私から報告いたします。今

日は３点報告させていただきます。 

      １つ目は教職員の不祥事についてですが、１２月２９日未明に酒気帯

び運転、そして事故不申告という事が、本市の小学校の教諭が起こしま

した。その後の対応についてですけども、対応協議いたしまして、午後

３時半くらいから事務局のほうから各小中学校長のほうに、そういった

事の再発がないようにという事を直接指示し、全職員に同様の注意喚起

をするようにということで、当日行いました。それから年が明けまして

１月４日には小中合同の臨時校長会を開きまして、教育委員会からの文

書を配布し、再度指導の徹底を指示をしたところでございます。そして、

１月１８日には総務文教委員会で報告をしております。 

      それから２点目ですけども、１月３日に成人式にご出席いただきまし

て、ありがとうございました。非常に成人として立派に育った姿を見せ

てくれて落ち着いた雰囲気で終始終える事が出来たというふうに喜ん

でいるところでございます。次年度もこういうふうな成人式が出来れば

なというふうに思っております。ありがとうございました。 

      それから３点目は、インフルエンザが今、全国的に猛威を振るうとい

うような事になっておりまして、全国的に大流行という事で、米子市は

どうかという事で数字のほうを確認しますと、米子は去年の半数程度で

今のところはおります。ただ、ずっとこのまま行けるのか心配でもあり

ますので、今後も注意喚起を続けながら、インフルエンザが広がらない

ような学校、無事学校が進むような、そういうふうな形になればという
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事で引き続き注意喚起をしていきたいというふうに思います。皆さんも

お気を付けください。私からの報告は以上でございます。 

 

４ 議事 

浦林教育長 次ですけど、本来ですと日程第４の議事に入るわけですけども、今回

の議案第１号に予定しておりました「県費負担教職員の懲戒処分の内申

について」は、更に事実確認をする必要がありますので、今回第１回の

本委員会において、当該議案は、撤回させていただきたいと思います。

次回の委員会にて、議案としてご審議いただく予定としておりますので

よろしくお願いいたします。 

      では、撤回については事務局の方から、どういった事か説明をお願い

します。 

 

松浦主査  それでは、お配りしております米子市教育委員会の会議規則の第１６

条に、その１つ前に１５条で「議案は教育長が提出する。」とあるわけ

ですけども、第１６条の中に「議案若しくは建議又は動議を提出した

後におけるその変更、修正又は撤回は、教育長において正当と認める

場合に限り、これを行うことができる。」というところで、本日、先

程、教育長のほうからお話しがありましたように、事実関係を更に確

認する必要があるということを基に撤回をされるものであります。で

すから１項のほうですね。２項のほうは、議題になった場合において

もとあるんですけども、議題にしなくて、その前段で提出した後に撤

回をするという形で、本日の委員会においては処理をさせていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 

 ５ その他 

 浦林教育長 では、５ その他にいきたいと思いますが、その他で何かございます

でしょうか。 

  

 菅原館長  図書館のほうから、臨時休館の方向をさせていただきたいと思います。

現在、図書館はシステムで動かしておりますけども、この図書システム

のリース期間が本年２月末で満了する事になっております。現在、作業

中ですけども、新たなシステムという事でバージョンアップしたものを

３月１日から稼働させたいと思っております。それにあたりまして、シ

ステムのデータ移行とか、機器の入れ替え、稼働確認、手順の確認等を

行いますために通常の業務をやりながら移行する事は困難ですので、誠

に申し訳ありませんけども、２月２５日（月）から２月２８日（木）ま
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での４日間臨時休館させていただきたいと思っております。教育委員さ

んをはじめとして、利用者の方々には大変ご迷惑おかけする事になりま

すが、ご理解のほどよろしくお願いしたいと思っております。 

 

 浦林教育長 その他はいかがでしょうか。 

 

浦林教育長 以上をもちまして、米子市教育委員会の定例会を閉会いたします。 
 

閉 会   午前１０時７分 

 


